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報告第１号

令和４年度全国学力・学習状況調査の結果について

教科に関する調査について

本県の公立小・中学校の児童・生徒の学力の状況は、全ての教科で、平均正答率が全国

平均を上回るか同程度であり、概ね良好な状況にある。

令和４年度

平均正答率(％)

青森県(公立) 全国(公立)

小学校国語 知識・活用 ６８ ６５．６（ ）

小学校算数 知識・活用 ６３ ６３．２（ ）

小学校理科 知識・活用 ６６ ６３．３（ ）

中学校国語 知識・活用 ６９ ６９．０（ ）

中学校数学 知識・活用 ５２ ５１．４（ ）

中学校理科 知識・活用 ４９ ４９．３（ ）

（調査結果の取扱いについて）

、「 、文部科学省は実施要領で 調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること

学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争

が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である 」と。

しており、本県も同様の考えで取り扱う。

また、文部科学省は 「細かい桁における微少な差異は学力面で実質的な違いを示すも、

のではないと考えられることから、都道府県別の平均正答率は整数値で公表」としている

ため、本県も整数値で公表する。

質問紙調査について

質問事項数 5ﾎﾟｲﾝﾄ以上高い 5ﾎﾟｲﾝﾄ以上低い

小学校 ６９ １３ ０

中学校 ６９ １９ １

（調査問題の解答時間に係る問６問を除く 。）

、「 」「 」 「 」以下の表の数値は している どちらかといえばしている 又は 当てはまる

「どちらかといえば当てはまる」等の合計で、( )内は全国平均との差である。
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（１）小学校

①全国平均より５ポイント以上高い上位質問事項

質問事項 令和４年度調査 過年度調査

７５．５％理科の授業で学習したことを、普段の生活の中で活 ７７．３％  

用できないか考えますか （+9.4） （+10.8）

７１．１％土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たり ６４．８％ ③

どれくらいの時間、勉強をしますか（学習塾で勉強 （+8.7） （+10.1）

している時間や家庭教師の先生に教わっている時

間、インターネットを活用し 学ぶ時間も含む）て

※１時間以上の割合

６６．７％国語の学習は好きですか ６７．３％ ③

（+8.1） （+0.6）

９１．９％理科の学習は好きですか ８７．６％  

（+7.9） （+8.4）

８０．８％あなたの学級では、学級生活をよりよくするために ８０．７％ ③

学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解 （+7.2） （+7.4）

決方法を決めていますか

※過年度調査欄の○数字は、同様の質問が出された直近の年度である（以下、同様 。）

②全国平均より５ポイント以上低い質問事項

なし

（２）中学校

①全国平均より５ポイント以上高い上位質問事項

質問事項 令和４年度調査 過年度調査

７６．５％ ７１．５％理科の勉強は好きですか  

（+10.1） （+8.6）

６１．９％ ５３．０％理科の授業で学習したことを、普段の生活の中で活  

用できないか考えますか （+9.2） （+7.6）

７０．６％ ６２．８％理科の授業で学習したことは、将来、社会に出たと  

きに役に立つと思いますか （+9.1） （+7.1）

７５．７％ ７５．９％将来の夢や希望を持っていますか ③

（+8.4） （+7.3）

６９．９％ ６８．９％国語の勉強は好きですか ③

（+8.0） （+8.1）

※過年度調査欄の○数字は、同様の質問が出された直近の年度である（以下、同様 。）

②全国平均より５ポイント以上低い質問事項

質問事項 令和４年度調査 過年度調査

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日 、１日）

２１．９％ ２７．６％当たりどれくらいの時間、勉強をしますか（学習塾 ③

で勉強している時間や家庭教師に教わっている時間 （-13.3） (-14.2）

も含む） （※「２時間以上」の割合）
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議案第１号 
 
 
 

令和４年度青森県教育委員会の事務の点検及び 

評価に関する報告書について 

 

 

 

 令和４年度青森県教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書を、

別冊のとおり作成する。 

－3－



議案第２号 

青森県文化財保護審議会臨時委員の人事について 

 青森県文化財保護審議会臨時委員の人事を次のとおり行う。 

 

須藤 弘敏 

 

青森県文化財保護審議会臨時委員を委嘱する 

 

任期は令和４年９月８日から絹本著色阿弥陀如来像及び目名不

動院熊野権現絵巻に関する調査審議が終了する日までとする 

 

 

笹森 建英 

 

青森県文化財保護審議会臨時委員を委嘱する 

 

任期は令和４年９月８日から根笹派大音笹流錦風流尺八保持者

追加認定に関する調査審議が終了する日までとする  

 

  令和４年９月８日 

青森県教育委員会 
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［その他］ 

 

県立高等学校教育改革に係る件について 

 

１ 「青森県立高等学校「地域校」の基本方針に係る猶予期間の設定等を求め

る要望書」の件 

 

 ・提出者住所  青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸３２１番地 

 

 ・提出者氏名  地域校立地町村連絡協議会会長 平田 衛 外３名 

 

・受理年月日  令和４年８月５日 
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参 考 資 料

第８８４回定例会（令和４年９月）

●議案第２号

青森県文化財保護審議会臨時委員の人事について P１～P３



 

 

 

（ふりがな） 

氏   名 

  すどう  ひろとし 

  須藤  弘敏 

略       歴 

   昭和５３年 東北大学大学院博士前期課程修了後、同学部助手 

   昭和５７年 弘前大学人文学部講師 

   昭和６１年 同大学助教授、県文化財保護審議会委員就任 

   平成１１年 同大学教授 

   平成１８年 県文化財保護審議会委員退任 

平成３１年 弘前大学人文学部教授退官 

令和 元年 弘前大学名誉教授 

         文化庁文化審議会第一専門調査会委員 

 

（ふりがな） 

氏   名 

  ささもり たけふさ 

  笹森  建英 

略       歴 

   昭和４４年 ハワイ大学大学院卒業 

   昭和５１年 弘前大学教育学部助教授 

   昭和５４年 県文化財保護審議会委員就任 

   昭和６２年 弘前大学教育学部教授 

   平成 ８年 同職退官 

   平成１１年 弘前学院大学教授 

   平成１８年 県文化財保護審議会委員退任 

   平成２３年 弘前学院大学特任教授 

   平成２６年 同大学客員教授 

参 考 資 料 

議案第２号関係 
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 青森県文化財保護審議会委員

氏    名 現職
在任
期間

1 県重宝 建造物 岡田
おかだ

　俊治
しゅんじ 弘前工業高等学校教諭

（再任用）
平成 28 6

2 建造物 斎藤
さいとう

　政人
まさと アレック情報ビジネス学院

建築科非常勤講師
平成 30 4

3
美術工芸品
（工芸品） 石川

いしかわ

　善朗
よしろう

弘前大学教育学部非常勤講師 平成 24 10

4
美術工芸品
（絵画） 山田

やまだ

　泰子
やすこ

八戸市美術館美術専門監 平成 30 4

5 考古資料 上條
かみじょう

　信彦
のぶひこ

弘前大学人文社会科学部教授 令和 4 0

6 歴史資料 瀧本
たきもと

　壽
ひさふみ

史
弘前大学教育推進機構
キャリアセンター特任教授

令和 4 0

7 歴史資料 藤田
ふじた

　俊雄
としお

元八戸市立図書館長 平成 24 10

8 技芸 音楽 下田
しもだ

　雄次
ゆうじ

弘前大学非常勤講師 令和 2 2

9 葉山
はやま

　茂
しげる 弘前大学人文社会科学部

准教授
令和 4 0

10 山田
やまだ

　嚴子
いつこ

弘前大学人文社会科学部教授 平成 15 19

11 史跡 岡田
おかだ

　康博
やすひろ

三内丸山遺跡センター所長 令和 4 0

12 名勝 兵藤　勝幸
ひょうどう　かつゆき

藤崎造園代表 平成 30 4

13 動物 岡田　あゆみ
おかだ　

北里大学獣医学部教授 令和 2 2

14 植物 山岸
やまぎし

　洋
ひろき

貴
弘前大学農学生命科学部
准教授

平成 30 4

15 学校教育 柴田
しばた

　眞理子
まりこ

元青森戸山高等学校長 平成 26 8

民俗文化財 有形･無形

記念物

令和４年４月９日～令和６年４月８日

担当分野 委嘱年

参 考 資 料
議案第２号関係
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青森県文化財保護審議会 関係法令（抜粋） 

 
 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 

 
 （地方文化財保護審議会） 
第１９０条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体であるものを除く。）

の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する

者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。 
２ 特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置く

ものとする。 
３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文

化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に

関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。 
４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 
 
 
 青森県文化財保護審議会条例（昭和５０年１２月２２日青森県条例第４４号） 

 
（設置） 
第１条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１９０条第１項の規定に基づ

き、青森県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に青森県文化財保護審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 
（組織） 
第２条 審議会は、１５人以内の委員で組織する。 
２ 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くこ

とができる。 
（委嘱又は任命） 
第３条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び県の職員

のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 
（任期等） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 
２ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるも

のとする。 

参 考 資 料 

議案第２号関係 
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